
 
 玉川村では、平成１７年度から平成２１年度までの５カ年計画による行財政改革を行う「玉川村集中改革プラン」を策定し、年

次計画の基づいて実施しています。 
 つきましては、平成１９年度の目標に対する実績状況を下記のとおり実施しましたので公表いたします。 
 
 

 玉川村集中改革プランの実績（平成１９年度） 
 
     項      目        実       績      未実施の場合の今後の対応 

１．職員の意識改革 
（１）予算、決算等の財政状況をこまめに周

知する。 

 
・予算編成説明会で決算状況等を周知している。 
・日頃の行動や事務処理について、職員相互にけん制

し合う体制を強化している。過誤が見受けられた場合

是正の助言ができる環境を醸成している。 

 

２．組織・機構の改革 
（１）課等の統廃合 
 
 
 
 
 
（２）協議会・委員会等の見直し 
 

 
・須釜支所日直の廃止を実施している。なお、支所の

廃止については、検討中である。 
 
・須釜児童館を廃止し、すがま幼稚園を３年保育とし

た。 
 
・特になし。 
 

 
・支所の廃止については、平成２０年度中に庁

内に検討機関を設置して、検討する。 
 
 
 
 
・農業委員会委員の削減は、平成 20 年度の改

選期に合わせて削減する予定である。 



（３）外郭団体の運営 
 
 

・１００万円以上の補助金交付団体は、玉川村商工会

が該当するが、事業内容のヒアリング等を実施し、補

助金交付額の予算要求をしている。 

３．職員の定員管理と給与等の抑制 
（１）職員の定員管理 
  ①職員の削減（１名） 
   
 
  ②フレックスタイムの一部導入 
 
 
 
  ③住民税務課の戸籍窓口の時間延長と、

これに伴うフレックスタイムの導入検

討 
 
 
（２）職員等の給与等の抑制 

①管理職手当の 30％削減の継続   

 
 
・平成 18 年度中の退職者数 ２名 
 平成 19 年度中の採用者数 ０名 
 
・本庁舎の用務員（臨時職）の廃止により、職員が庁

舎の鍵開けのため４５分早出をして、終業４５分前に

退庁している。 
 
・平成 18 年 5 月 10 日より住民関係、税務関係の窓

口事務を毎週水曜日（17：15～19：00）実施中。ま

た、平成 20 年 3 月の最終日曜日と 4 月の最初の日曜

日に休日窓口を開設した。 
 
 
・引き続き管理職手当の３０％削減を継続して実施し

ている。 

 



５．事務事業の整理合理化 
（１）事務事業の整理合理化 
  ①税・使用料・負担金等の収納率の向上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②福島空港玉川健康マラソン大会の見 

直し 
 
（２）補助金等の整理合理化 
 
 
（３）第３セクターの見直し 
 
 
６．民間委託の推進 
 
 
 

 
 
・これまで、税等滞納対策本部を中心に２人１組３２

班編成をして、訪問徴収を行ってきたが、18 年度か

ら各担当課主体で、税等は２人１組６班、19 年度は

人員削減により、５班体制となっている。 
 長期滞納者や多額滞納者等悪質な者については、 
19 年度にはじめて預金差押（２３件）を実施し、民

間に関しては、県の直接徴収引継ぎ差押（３０件）な

どを行った。 
 
 
・平成 11 年度から実施していた福島空港健康マラソ

ン大会を中止した。 
 
・玉川村農林業振興事業補助金交付要綱の全部を改正

し、個別補助事業要綱の整理を図った。 
 
・生産物直売所「こぶしの里」の経営状況については、

毎月の取締役及び監査会に担当職員が出席している。

 
・玉川工業団地公園管理を玉川村シルバー人材センタ

ーに引き続き委託している。 
 
 

 



９．その他 
 ①物件費の削減 
 
 
 ②クールビズに対応 
 
 
 ③職員による庁内外の清掃の実施 
 
 
 ④コピー用紙裏面リサイクルの活用 
 
 ⑤ファイルの再利用 

 
・議会会議録の業者変更による節減 
 （頁数・作成部数の減も含む） 
 
・冷暖房削減と仕事の能率アップのため、クールビズ

を実施した。 
 
・庁舎用務員の廃止により、職員が庁舎内外の清掃を

行っている。 
 
・印刷ミス等による用氏の裏面を再利用している。 
 
・フラットファイルやガバットファイルを再利用して

いる。 
 

 
 


